
島原市建設工事指名選定委員会規程 

 

（設置） 

第１条 建設工事（調査、設計等の委託を含む。以下「工事」という。）の競争入札

参加者の選定及び指名停止措置等を厳正かつ公平に行い工事の適正な施工を図る

ため、島原市建設工事指名選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （組織） 

第２条 委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。 

２ 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、委員長があらかじめ指名 

する委員をもって充てる。 

３ 委員は、総務部長、農林水産部長、建設部長、総務部総務課長、農林水産部耕

地水産課長、建設部都市整備課長、建設部道路課長、水道課長及び教育次長をも

って組織する。 

 （運営） 

第３条 委員長は、委員会を総理する。 

 ２ 委員長が不在又は事故ある時は、副委員長がその職務を総理する。 

 ３ 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。 

 ４ 委員会は、必要に応じて開催する。 

  （委員会の職務） 

第４条 委員会は次の各号に掲げる事項について審議を行う。 

 （１）入札参加資格者の格付けに関する事項 

（２）設計額が１，０００万円以上の工事の入札参加者の選定に関する事項。ただ

し、３，０００万円未満の工事で入札参加者の特別な選定を除き、従前どおり

指名回数や総合数値（経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評

定値と主観点数の合計値）を考慮して選定する場合は、所管課と総務部契約管

財課で協議のうえ、回議によることができる。 

（３）設計額が３，０００万円以上の制限付き一般競争入札における制限内容の設

定に関する事項 

 （４）総合評価落札方式により行うことが適当と認められる工事の選定及び落札者

の審査 

（５）最低制限価格を定めない工事の入札結果、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１６７条の１０第１項を適用する最低入札者の取扱いに関する

事項 

 （６）別に定める指名停止内規による入札参加資格者の指名停止措置 

（７）建築設計等業務の委託において、設計者選定方式の決定及び設計業務等の委

託を受ける者の選考に関する事項 

 （８）前各号に掲げるもののほか、重要と認められる事項。ただし、急を要し、会



議の招集が困難であるときは、持ち回りにより決定することができる。 

 （秘密の保持） 

第５条 委員会の議事は公開しない。 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は総務部契約管財課において処理する。 

 （その他） 

第７条 この規定に定めるもののほか必要な事項は委員長が定める。 

 

    附 則 

 この規程は、平成５年１１月２９日から施行する。 

    附 則 

 この規程は、平成９年１２月１７日から施行する。 

    附 則 

 この規程は、平成１１年８月１９日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１８年１月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成１８年１月１９日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２３年５月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２３年８月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２５年６月２０日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２６年１月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 



 この規程は、平成２９年２月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和８年１月１日から施行する。 


